
進行管理票

事務局記入

５　関連事業

目標値

３　基本的施策
　① 生涯を通じた男女の健康支援、性差に応じた健康支援
　② 妊娠・出産等に関する健康支援

指標

４　目標指標

女性の健康寿命（歳）

男性の健康寿命（歳）

乳がん検診受診率（％）

子宮頸がん検診受診率（％）

妊婦の喫煙率（％）

18.8

3.1
（Ｈ26）

0
（Ｈ35）

６　数値目標、参考指標

Ｈ27年度
現状値

86.05
（Ｈ22）
78.92
（Ｈ22）

29.6

実績値

○妊娠アシスト事業（こども課）
　母体保護、食生活などに関する正しい知識の普及を図るための保健指
導及び不妊・不育症治療に要する経済的負担を軽減するため治療費の一
部を助成する。
　・不妊症、不育症治療費助成
　・マタニティスクール
　・妊婦一般健康診査、産後健康診査

○健康診査受診促進事業（健康増進課）
　がんの早期発見・早期治療のため、各種がん検診、生活習慣病の予防の
ため健康診査を実施する。
　・女性のがん検診事業

○健康づくり推進事業（健康増進課）
　男女共に健康の維持・増進を図る。
　・水中運動教室や健康体教室の開催

○自殺対策推進事業（健康増進課）
　男女共にこころの健康を図る。
　・自殺対策の啓発事業　・関係職員研修会
　・こころの健康相談会

Ｈ33年度
目標値

延伸
（Ｈ35）

増加
（Ｈ35）
増加

（Ｈ35）

Ⅱ-⑴

１　推進の柱Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現

２　基本的な方向（１）生涯を通じた男女の健康支援　
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進行管理票

事務局記入

５　関連事業

目標値

Ｈ33年度
目標値

減少

減少

40.063.4

実績値

｢女性のための相談室」を知らない人の
割合（％）

３　基本的施策
　① 女性に対する暴力の根絶
　② ＤＶへの対応
　③ 性的な暴力の根絶に向けた対策の推進
　④ ハラスメント防止対策の推進

2.5
４　目標指標

指標
Ｈ27年度
現状値

Ⅱ-⑵

２　基本的な方向 ⑵ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

１　推進の柱Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現

○相談体制の充実（福祉事務所、環境生活課）
 DV被害者の状況に配慮した相談体制づくりや新潟県女性福祉相談所、警
察署などの相談窓口等との連携を強化し、相談・支援の充実を図る。
　【福祉事務所】
　　DV相談者窓口
　【環境生活課】
　　女性のための相談室の設置
　　　委託先：ｳｲﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞじょうえつ
　　　毎月第３水曜日　10：00−16：00（こころの総合ケアセンター）
　　　毎週火曜日　13：00-15：00(ｳｲﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞじょうえつ事務所）

○子育て支援センター運営事業（こども課）
　子育て支援センター、保育園、健康増進課、家庭児童相談員が連携して
育児相談を行う。

○糸魚川市ファミリーＨＯＴラインの開設、児童虐待防止対策（こども
課）
　Ｈ28年度より、０歳から18歳までの子どもやその家族に関する様々な相談
のほか、いじめや不登校など総合的な相談窓口として一本化し、家庭児童
相談員が窓口となって専門機関を紹介したり、一緒に考える組織体制とし
た。
　家庭児童相談員人数：５名

○高齢者及び障がい者虐待防止対策の推進（福祉事務所）
　障がい者虐待防止法による障害者虐待防止センターの設置
　高齢者の人権や虐待防止に関する意識啓発

６　数値目標、参考指標

｢ＤＶをされたことがある」の回答割合（％） 6.2

｢ＤＶをしたことがある」の回答割合（％）
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進行管理票

事務局記入

５　関連事業

目標値

日本語セミナー受講者数延べ人数(人） 292 320

趣味や生きがいのある高齢者の割合（％） 78.7
85.0
(H31)

福祉施設から一般就労への移行人数（人） 5
8

(H31)

６　数値目標、参考指標

実績値

Ⅱ-⑶

86.05
（Ｈ22）

延伸
(Ｈ35）

(再掲)女性の健康寿命(歳）

○ひとり親家庭等への支援（こども課）
　ひとり親家庭の父・母または養育者及び児童の医療費に対して助成を行
う。
　また、社会的・経済的なきめ細かい自立支援を実施するとともに、精神的な
安定のため相談受け入れを実施する。
　・児童扶養手当　　・ひとり親家庭等医療費の助成
　・母子家庭自立支援給付金事業

○高齢者の社会参加促進に関する事業（福祉事務所）
　地域のサロンや老人クラブ、ピアタウン青海多目的施設など、高齢者の「集
いの場」における活動を支援する。

○地域支え合い推進に関する事業（福祉事務所）
　認知症の正しい知識の普及啓発、地域による見守り体制の強化を図る。

○就労支援事業（福祉事務所）
　障がい者自立支援法の施行により、Ｈ18年度からはじまったサービス。
　企業等への就労を希望する障がい者に就労のための知識や能力を養い、
適正にあった職場への就労が可能となるよう訓練を行う。（就労移行支援）
一般就労が困難な障がい者には、就労の場としての支援を行う。（就労継続
支援）

○外国人生活相談事業（環境生活課）
　外国籍住民にとって住みやすい環境整備のため、外国人生活相談、日本
語セミナー、通訳支援を行う。

１　推進の柱Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現

２　基本的な方向 ⑶ 貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境
　　　　　　　　　　　　　の整備

３　基本的施策
　① 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援
　② 高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

４　目標指標

指標
Ｈ27年度
現状値

Ｈ33年度
目標値
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